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球磨村公式ウェブサイトリニューアル業務委託プロポーザル実施要項 

 

標記業務委託について公募型プロポーザル方式の手続きを実施するので、次のとお

り参加者を募集する。 

 

１ 業務概要  

（１）業務名 

球磨村公式ウェブサイトリニューアル業務委託 

（２）目的及び概要 

本村のウェブサイトは、平成27年にリニューアルを行い運用開始から８年が経

過しており、高度化・多様化する閲覧者のニーズやアクセシビリティへの対応が

求められている。現行のウェブサイトは、情報が点在し、閲覧者が目的の情報へ

すぐにはたどり着けないことやスマートフォンで閲覧した際に表が崩れて見づら

いなどといったサイト構成の問題が生じている。 

また、近年のウェブサイトには、必要な情報を伝えることと併せて、地域イメ

ージの向上やブランド化によって交流人口や定住人口の増加などを図る、シティ

プロモーション効果も求められるようになっていることから、ウェブサイトを通

して、自治体が持つ魅力的な特徴を効果的に伝えていく必要がある。 

これらの課題を解決し、かつ、情報発信力の強化や災害発生等の緊急時の対応、

外部からの攻撃に対応できるセキュリティ対策の強化などにも対応するため、本

村ウェブサイトの全面リニューアルを実施する。 

※ 詳細は、別紙１「球磨村公式ウェブサイトリニューアル業務委託基本仕様書」

（以下「仕様書」という。）を参照のこと。  

（３）履行場所 

熊本県球磨郡球磨村大字渡丙１７３０番地 外 

（４）履行期間 

契約締結の日から令和７年３月３１日（月）までとする。 

（５）提案上限額   

8,110,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※ 提案内容にかかわらず、この上限額を超える提案は無効とする。 

 

２ 選定スケジュール 

実施公告  令和６年６月１８日（火） 

質問書提出期限  令和６年６月２４日（月） 

質問書回答期限  令和６年６月２７日（木） 

参加申込書提出期限  令和６年７月３日（水） 

企画提案書等の提出期限  令和６年７月１０日（水） 

一次審査結果通知  令和６年７月１７日（水） 

二次審査（プレゼンテーション）  令和６年７月２３日（火）予定 

選定結果通知  令和６年７月２６日（金）予定 

契約締結  令和６年８月１日（木）予定 

※ ただし、参加申込書提出者数等により、スケジュールを変更する可能性がある。 
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３ 参加資格要件 

 次に掲げる事項を全て満たしていることを要件とする。 

（１）過去３年度以内に、国、地方公共団体又はそれに準ずる団体等のホームページ

作成及びＣＭＳ導入の実績を５件以上有している者であること。 

（２）球磨村の現状を把握し、具体的な提案等ができること。 

（３）履行期間を遵守できること。 

（４）本業務を一括再委託しないこと。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定

する者に該当しないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく手続開始

の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づ

く再生手続開始の申立てがなされている者等、経営状態が著しく不健全である

と認められる者でないこと。 

（７）本村の入札参加資格の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（８）球磨村暴力団排除条例（平成２３年球磨村条例第１１号）第９条の規定によ

る排除措置を受けていないこと。 

（９）専門技術者等、充分な業務遂行能力を有し、適切な執行体制を有している者

であること。 

(１０) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のＩＳＭＳ適合性評価制度又はプ

ライバシーマーク制度における認証を受けていること。 

 

４ 公募方法 

（１）公告及びプロポーザル実施要項等の公表 

  令和６年６月１８日（火）に、本村公式ウェブサイトにて公表。 

  ※ 様式等はダウンロードして利用すること。 

 

５ 参加申込書の提出 

本件プロポーザル参加希望者は、参加申込書及びその他の必要書類等（以下「参

加申込書等」という。）を各１部提出しなければならない。提出方法等については、

次によるものとする。 

（１）提出書類等及び提出方法 

次に掲げる書類を、持参又は郵送により提出すること。郵送する場合は、一

般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは

受け付けない。 

ア 参加申込書（様式１） 

イ 法人の概要（様式２） 

ウ プロポーザル参加者の受注実績調書（様式３） 

※ 直近の同種業務の実績を５件以上記載。契約書の写し等、当該業務を受注

したことが確認できる書類を添付すること。 

（２）提出期限 

令和６年７月３日（水）まで 

※ 持参の場合は、開庁日の午前９時から午後５時までに提出すること。 

（３）提出先  
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球磨村役場 復興推進課 企画調整係（担当：木屋） 

 

６ 参加辞退 

参加申込書を提出後、プロポーザルへの参加を辞退する場合は、書面にて、参加 

辞退届（様式４）を提出すること。 

（１）提出方法 

電子メールにて提出。 

（２）提出先 

球磨村役場 復興推進課 企画調整係（担当：木屋） 

 

７ 質問の受付及び回答 

質問は簡潔にまとめ、質問書（様式５）に記入し、電子メールにより提出すること。 

電話、FAX 等による質問は受け付けない。 

（１）提出期間 

令和６年６月１８日（火）から令和６年６月２４日（月）午後５時まで

（必着） 

（２）提出先 

球磨村役場 復興推進課 企画調整係（担当：木屋） 

E-mail : a-kiya@kuma.kumamoto.jp 

（３）質問書に対する回答 

令和６年６月２７日（木）までに、質問事項に対する回答を取りまとめて、

村公式ウェブサイトに公表する。 

 

８ 企画提案書等の提出について 

  参加申込書を提出し、このプロポーザルに参加する者は、次のとおり企画提案書 

等を提出すること。なお、提案は１者１案とする。 

（１）提出書類 

提出書類 部数 

１．企画提案書等提出届（様式６） 正本１部、副本５部 

２．企画提案書（様式は自由） 正本１部、副本５部 

３．企画提案書の電子データ（ＣＤ－Ｒ） １枚 

４．見積書（構築費用・保守費用） 正本１部、副本５部 

５．工程表 正本１部、副本５部 

６．ＣＭＳ機能要件一覧【別紙２】 正本１部、副本５部 

７．データセンター機能要件一覧【別紙３】 正本１部、副本５部 

８．その他必要と思われる資料 正本１部、副本５部 

（２）提出方法 

持参又は郵送とする。なお、郵送の場合は未着・遅延などが発生した際、理

由の如何を問わず本村は責任を負わない。 

①提出期限 

令和６年７月１０日（水）午後５時まで 

※ 郵送の場合も同日必着。 

②提出先 

mailto:a-kiya@kuma.kumamoto.jp
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球磨村役場 復興推進課 企画調整係（担当：木屋） 

 

９ 企画提案書等の作成について 

 （１）企画提案書の作成 

仕様書及び別紙４「企画提案書作成要領」に基づき作成すること。 

 （２）見積書の作成 

    ア 構築費用 

     設計関連費用、デザイン費、ＣＭＳ導入費、外部ＡＳＰ導入費、サーバな 

どの環境構築費、データ移行費、研修費、他機能導入費など、仕様書の業

務内容に基づき、リニューアル業務に係る全ての費用の合計を記載するこ

と。ただし、各費用の合計金額は、提案上限額以内とする。 

提案金額が提案上限額を上回った場合は、失格とする。 

    イ 保守費用 

     令和７年度以降の単年度の保守契約におけるハードウェア、ソフトウェア 

など、システム保守にかかる全ての費用の合計を記載すること。提案上限

額による制限の対象には含まないが、審査の対象とする。 

 

１０．審査及び選定方法 

（１）選考方法 

審査を行うため、球磨村公式ウェブサイトリニューアル業務委託事業者選定委員会を設 

置する。なお、審査は非公開とする。また、一次審査、二次審査ともに、評価や

採点に関する問合せや異議は受け付けない。 

（２）審査方法 

   一次審査は、企画提案書の内容に基づく書類審査を実施し、二次審査は、プレ

ゼンテーションを実施する。 

   なお、提案者が４者以上ある場合は、一次審査において得点が高い上位３者を

選定し、当該３者により二次審査を実施するものとする。 

   ①一次審査（書類審査） 

    ・企画提案書及びその他提出書類に基づく書類審査を実施する。 

    ・一次審査の結果は、電子メールにより速やかに通知する。 

    ・一次審査通過者には、二次審査（プレゼンテーション）を実施する。 

   ②二次審査（プレゼンテーション） 

     ・二次審査の実施場所及び実施時間は、一次審査の結果通知と併せて通知す 

る。 

・二次審査への出席者は、各参加者で３名以内とする。 

    ・専門知識がない職員がウェブサイトの更新・作成を行うことを前提に、ペ 

ージの作成や承認など日々の業務を想定したデモを行うこと。 

・二次審査の時間は、５０分（準備５分、提案２５分（デモ含む）、質疑応答１５ 

分、撤収５分）程度とする。 

※ 説明は、提出した企画提案書等の内容に基づくものとし、書類の追加 

は不可とする。 

※ プレゼンテーションにおいて、事業者名を認識できるようなロゴ表現 

や口頭説明などはしないようにすること。 

※ プロジェクター接続用の HDMI ケーブルは村で準備するが、その他の接続端 
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子が必要な場合は、各参加者で準備すること。 

・審査結果は、電子メールにより、令和６年７月２６日（金）午後５時までに

通知することを予定。 

・二次審査に参加できない者は、審査対象から除外するものとする。 

 （３）選定方法 

別紙５「球磨村公式ウェブサイトリニューアル業務委託事業者選定審査基準」 

に基づき審査を行い、一次審査と二次審査の評価点の合計点が最も高い者を第 

一優先交渉権者とし、次順位の参加者を次点交渉権者として選定する。 

    ①選定にあたり、評価点が同点の者が２者以上あるときの対応 

     ・見積価格が異なる場合、見積価格が低い者を上位とする。 

     ・見積価格が同じ場合、委員長が上位者を決定する。 

    ②有効な企画提案を行った参加者が１者のみのときは、評価点が４３０点以

上であり、委員会が適正な提案と判断する場合は第一優先交渉権者とする。 

 （４）審査の対象外となるもの 

    ①構築費用の見積価格が提案上限額を上回る場合 

    ②企画提案書等に虚偽の記載が判明した場合 

（５）審査結果の公表 

村公式ウェブサイトにおいて優先交渉権者を公表する。 

 

１１ 契約 

（１）契約の締結 

    優先交渉権者を決定後、提案内容に基づいて協議を行い、両者の協議が整っ

た場合、令和６年８月１日（木）（予定）に本業務に係る契約を締結する。 

  ただし、仕様書４に示すとおり、移行対象データ数が変動する予定のため、

提案金額に基づいて再度見積書を提出した上、契約金額を決定する。 

  なお、本業務の全てを再委託することは一切認めないものとし、必要により、

一部を再委託する場合は、本村と協議の上、その承認を得るものとする。 

（２）次点交渉権者との交渉 

    優先交渉権者が業務委託契約を締結できない何らかの事由が発生した場合

又は協議が不調と村が判断した場合は、次点交渉権者と本業務の委託について

交渉を行う。 

 （３）契約期間 

    ア リニューアル業務に係る業務委託契約 

     契約締結日から令和７年３月３１日までとする。 

     なお、リニューアル後のウェブサイトの本運用は令和７年４月１日（火）

（予定）とする。 

  イ 運用保守に係る業務委託契約 

    令和７年度以降、本システムを利用する間、毎年度契約を更新する。 

 

１２ 特記事項 

（１） 提案書等の作成・提出・プレゼンテーション等の本プロポーザルに係る経費は、 

全て参加者の負担とする。 

（２）本プロポーザルは、随意契約の優先交渉権者を選定するものであり、契約の 

締結を担保するものではない。 
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（３）提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日 

本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意 

匠、デザインなどを使用した結果生じる責任は、参加者が負うものとする。 

（４）参加者の中に適格者がいないときは、契約候補者を特定しない場合がある。 

（５）契約締結後においても、受託者が本プロポーザルにおいて失格事項に該当し 

ていたことが明らかとなった場合又は本プロポーザルにおける企画提案書に 

おいて著しく実現性から乖離した提案を行っていたことが明らかとなった場 

合は、村は受託者との契約を解除することができる。 

（６）災害の発生等のやむを得ない理由により本プロポーザルを実施すること 

ができないと認めるときは、中止する場合がある。その場合、企画提案に要し 

た費用は、全て参加者が負担するものとする。 

 

１３ 担当課 

〒８６９-６４０１  

熊本県球磨郡球磨村大字渡丙１７３０番地 

球磨村役場 復興推進課 企画調整係 

電話：０９６６-３２-１１１４（直通） 

ＦＡＸ：０９６６-３２-１１４１ 

E-mail : a-kiya@kuma.kumamoto.jp 
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